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１．土地区画整理事業の目的

【事業前】

• 建築物の密集、老朽化

• 行き止まり

• 狭小道路などが多く、防災性が非
常に低い地域となっている。

【事業後】

• 道路、公園などの整備

• 地区の防災性を向上

• 地域コミュニティの維持、中心市
街地活性化など安全・安心・快適
なまちづくりを図る。
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土地区画整理事業
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２．地区内の現状

１ ２

地区内部は建築物の密集・老朽化、行き止まり・狭小道路等が多く、防災性が非常に
低い地域となっている。

地区内に既設水路が縦断
しており、その水路は建物と
近接、建物下に存在している。

昨今の大雨・浸水等の被害
も一部に出ており早期整備
が必要である。

３
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現在、既設水路上の建物や、安慶
田中線側の建物等の 移転解体工
事が、着々と進んできております。
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３．経緯

これまでの流れ

昭和３６年 都市計画決定

平成２２年 事業認可

平成２７年～平成３１年に

かけて１～４工区仮換地指
定 移転補償開始

平成１５年 安慶田地区整備手法検討
平成１６年 住環境整備の方向性、導方策の検討
平成１８年 土地区画整理事業調査等
平成１９年 まちづくり事業計画、土地区画整理

事業の検討
平成２０年 換地方針の検討

平成２１年 まちづくり調査、まちづくりルールの
検討等

平成２２年 防災環境軸の検討等
平成２４年 地区計画（案）の検討等
平成２５，２６年 共同建替え等の事業化検討等
平成２７年、２８年 まちづくりルールの検討等

住民説明会、ワークショップ、アンケートによる
まちづくり意向の検討等

３



・宅地内を通っている既存の水路を、道路下に
付替えする計画です。

宅地造成を円滑に行うため、水路に係る路線
の工事（建物等解体工事）を優先します。
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【安慶田地区の計画】

・市街地の改善による良好な市街地の形成
・事業施行面積： 8.7 ha
・必要となる道路・公園等の整備： 2.61 ha
・平均減歩率 ： 21.69 ％（17.81％）
・高低差が生じる所は擁壁を整備

４．全体計画



４． 無電柱化計画について

令和６年２月１３日に沖縄市無電柱化計画を策定し、安慶田中線の無電柱化も
位置づけております。

【無電柱化によるメリット】
①安全で快適な通行空間の確保

無電柱化により歩道の有効幅員を広げることで、通行空間の安全性・快適
性を確保します。

②景観の向上
景観の阻害要因となる電柱・電線をなくし、良好な景観を形成します。

③災害の防止

大規模災害（地震、竜巻、台風等）が起きた際に、電柱等が倒壊することに
よる道路の寸断を防止します。

地中化前後のまちなみ（那覇市国際通り_左整備前、右整備後）
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・仮換地指定を済ませた
１・２・３・４工区から
建物等の移転工事
（建物調査、物件補償）を
進めております。

現在、１工区が
建物等移転完了済です。
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平成 27 年 9月： 1 工区仮換地指定済
平成 29 年 1月： 2 工区仮換地指定済
平成 30 年 3月： 3 工区仮換地指定済
平成 31 年 3月： 4 工区仮換地指定済

※１工区～４工区まで
仮換地指定率：約 ５０％

５．仮換地指定

4-2

5-2

★ ５工区以降の仮換地指定につい
ては、建物等移転工事や道路工事
の進捗に合わせ仮換地指定を行い
ます。



区画整理事業を進めるにあたって、事業計画上、支

障となる物件（建物、工作物）を移転していただくために、

物件（建物、工作物）の所有者及び借家人に対して、建

物等移転に対する補償金を支払います。物件所有者

は、その補償金で物件（建物、工作物）を解体・撤去し、

移転していただくこととなります。
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６．移転補償について



【建物等の移転補償までの手順】

①仮換地指定

③補償交渉

⑥道路工事着工
（沖縄市）

②補償調査（補償額算定）

④補償契約

⑤建物解体
（所有者）

７．移転補償の流れ
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・各々の土地の移動先と面積が決まる

・建物等の価値や移転費用を調査し、建物等移転補償額を算定する

・市が、建物等所有者や借家人に対して、建物等移転の交渉を行う

・市と、建物等所有者にて、契約を行い、
建物等移転に対する補償金を支払う

・建物等所有者自身が、
解体業者に依頼して、

建物等の解体を行う

・計画道路に支障となる建物
等が解体された後、沖縄市
にて、道路整備工事を行う



工事(物件補償）

８．進捗状況
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令和５年１２月末時点
進捗率（H２３年度～）
全物件１７２件中４４件
補償完了約２５．６％

2024年2月現在
建物等移転解体工事中

１

2019年 施工前

１
２

２ 2024年2月現在
建物等移転解体工事中



【権利変動について】
土地の売買、相続など権利の変動が
ある場合は、権利変動届出が必要です。
例えば・・・
1 売買、相続等によるもの
2 所有者の住所や氏名の変更
3 土地の地番、面積等の変更

※特に相続する場合、相続登記を行う
前に区画整理課へご相談して下さい。

９ その他 手続き等について

① 権利変動について
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７．建物行為について
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② 建築行為等の制限（76条許可申請書）について

９ その他 手続き等について

【 建築物等の制限について 】
区画整理地区内で、以下の行為につ
いて制限を受ける事になります。

1. 建築物、工作物（塀など）の新築・増
築・改築等を行う場合

2. 移転が容易でない物件を設置又は
堆積する場合

3. 土地区画整理事業の施行に障害の
おそれがある土地の形質の変更をす
る場合

土地区画整理法第76条による許可
申請が必要になります。
※詳しくは区画整理課の窓口へご相談
して下さい。



借地権の申告を行っている方で、建物の補償後、借地契約を解消した場合は、
市へ借地権取下げの届出を行ってください。

９ その他 手続き等について

③ 建物の補償に伴い借地権を解消した場合の市への届出
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地主との借地契約

借地権の申告

（申告借地権）

建物の補償

地区外での生活再建 借地契約の継続 清算金の対象者

借地契約の解消

申告借地権の

取下げ届出あり

申告借地権の

取下げ届出なし

清
算
金
の
対
象
者
か
ら
除
外

清算金とは、「従前の宅地に対し定められるべき換地」と「整備後に定められた換地」に
過不足が生じた場合に金銭により是正することです。
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１０．今後のスケジュール

4-2

5-2

★ 今後のスケジュール
は、各工区の建物等移
転工事や道路・水路工
事の進捗に合わせて、
仮換地指定・移転工事
着手を目指しております。


